
第一種動物取扱業者のうち、動物の”販売”・”貸出し”・”展示”・”譲受飼業”を業として営むものは、飼育する個体に関する

事項を帳簿に記載し、5年間保存することが定められています。

記録には電磁的方法（パソコンにデータ保存する等）を使用することもできます。

また、毎年、定期報告届出書を提出することも法律により義務付けられています。

このシステムを使用することにより、電磁的保存と定期報告届出書作成を簡単に実現することが可能となります。

● システムの概要

日々の交配と出産の管理と登録を行っていくだけで、必要な情報が蓄積されていきます。

犬や猫の登録を行っていただき、あとは交配登録と出産登録を行うだけで、必要な情報が自動で蓄積されていきます。

必要な情報の参照、必要な帳簿の作成はいつでも簡単に作成することができます。

※仔の成長記録データ（8週齢対応）の管理もでき、成長記録の個体シートも出力可能です。（オプション対応）

● 特徴

・法令で義務付けのある個体情報をデジタル保存できます。

・毎年自治体に提出の必要な「定期報告届出書」を簡単に作成できます。

・日々の施設点検日報を作成することができます。

・毎日のブリーディング（交配から出産）を管理できます。

・出産登録を行えば、仔は自動的に登録されるので、仔の個体情報登録を別に行う必要はありません。

・70日先までの出産予定をカレンダーに表示して確認できます。

・交配時にメスに交配させたくないオスを指定できます。

・各種ランキングを見ることができます。

　メス基準：最後の出産から日数が経過しているベスト10、未出産の仔の高齢順、妊娠率が低い順

　オス基準：妊娠させた率が低い順、1交配あたりの頭数が低い順

・年間月別出産率を見ることができます。 

・出産可能な回数と年齢は犬猫単位で変更可能です。

・交配間隔や出産間隔は変更可能です。

・個体単位に病歴等の記録が管理できます。（ワクチン接種・狂犬病予防接種・遺伝子検査・治療、病歴等）

ブリーディング管理



● 作成できる書類

・個体台帳（一覧形式・個票形式）

・点検状況記録台帳

・繁殖実施状況記録台帳

・販売業者等定期報告書

・1個体単位での成長記録シート（※オプション）

● 法令で保存が必要な項目

下記の必要な項目についてすべて保存して必要な時に参照できます。

1.品種等

2.繁殖者名等

3.生年月日

4.所有日等

5.購入先

6.販売・引き渡し日

7.販売・引き渡し先

8.販売・引き渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況

9.販売担当者名

10.対面説明等の実施状況等

11.貸出し目的・期間等

12.死亡した場合には死亡日

13.死亡原因

● 設定で変更可能な項目

・個体（犬・猫）の出産可能回数

・個体（犬・猫）の出産可能年齢

・交配と交配の間に空ける日数を指定可能（犬猫共通）

・出産と次の出産までに空ける日数を犬と猫毎に指定可能

・出産予定日（最初の交配日より〇日間～予備日〇日）を犬と猫毎に指定可能

・仔の引渡し回数（初期値は56日）

動作環境

・WEBブラウザとインターネットに接続できる環境さえあれば使用することができます。

・PC（タブレット）とスマートフォンの画面に対応したレイアウトになっています。

・サーバーにインストールして使用される場合、PHP8.x以上、MySQLあるいはMariaDBが必要となります。

※カスタマイズしてのご提供も可能です

お客様の日々の運用にこのシステムの機能が合わない場合、カスタマイズをしてのご提供も可能です。



帳票サンプル

●個体台帳（一覧）

●個体台帳（単票）

表面



裏面

●繁殖実施状況記録台帳



●販売業者等定期報告書



●点検状況記録台帳

●個体一覧



●成長記録シート ※オプション


